
第４節 良好な風俗環境の保持

１ 風俗営業の健全化と風俗環境の浄化

警察では，風営適正化法に基づき，風俗営業に対して必要な規制を加えるとともに，風俗

営業者の自主的な健全化のための活動を支援し，業務の適正化を図っている。

（１） 風俗営業の健全化

ア 風俗営業の状況

最近５年間の接待飲食等営業（第２条第１項第１号から第６号までに規定する営業）及び

遊技場営業（第２条第１項第７号及び第８号に規定する営業）の営業所数の推移は，それぞ

れ表２－１６及び表２－１７のとおりである。

接待飲食等営業及び遊技場営業の営業所数は，ともに減少傾向にある。

表２－１６ 風俗営業（接待飲食等営業）の営業所数の推移（平成７～１１年）

表２－１７ 風俗営業（遊技場営業）の営業所数の推移（平成７～１１年）

注： 第８号営業の（ ）内は，許可を受けた営業所数で内数である。

年 次
区 分 ７ ８ ９ １０ １１

総 数（軒） ８２，４４８ ８１，２７９ ７９，０３８ ７６，６７５ ７６，６１５

第１号営業（キャバレー等） ５，０４３ ４，８２０ ４，６４６ ４，５５７ ４，５６２

第２号営業（バー，料理店等） ７４，５１４ ７３，５０２ ７４，４１０ ７０，２３９ ７０，６８２

第３号営業（ナイトクラブ等） ７９２ ７８４ ７２９ ６９５ ６８６

第４号営業（ダンスホール等） ２，０５４ ２，１３５ ２，１８８ １，１８４ ６５９

そ の 他 ４５ ３８ ３５ ２８ ２６

年 次
区 分 ７ ８ ９ １０ １１

総 数（軒） ７５，０１２ ７１，７９０ ６８，４１９ ６５，９１５ ６５，４２３

第 ７ 号 営 業 ４０，３８２ ３９，８７３ ３９，１１３ ３８，３９６ ３７，７９８

ま あ じ や ん 屋 ２１，９５３ ２１，５２３ ２１，１６０ ２０，７８８ ２０，４５７

ぱ ち ん こ 屋 １７，６３１ １７，５９４ １７，１７４ １６，７６４ １６，４１３

そ の 他 ７９８ ７５６ ７７９ ８４４ ９２８

第 ８ 号 営 業
（ゲームセンター等）

３４，６３０
（１８，８９３）

３１，９１７
（１８，１２５）

２９，３０６
（１６，７９０）

２７，５１９
（１５，７４８）

２７，６２５
（１４，８３６）
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イ 風俗営業の健全化に向けた施策の推進

（ア） 風俗営業からの暴力団排除

ぱちんこ営業等の風俗営業に対する暴力団の関与は，その営業の健全化を阻害する大きな

要因となっているが，暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行後，風俗営業者

の間でも暴力団排除気運が盛り上がりをみせている。しかし，依然として，暴力団と関係を

有する営業者がみられるほか，暴力団が関与する風俗関係事犯も後を絶たない。このため，

警察では，暴力団が関与する事件の取締りを強化するとともに，風俗営業者の管理者講習や

各種会合において暴力団排除講習等を行うなど，風俗営業者の自主的な暴力団排除活動を積

極的に支援している。

（イ） ぱちんこ営業の健全化

ぱちんこ営業は，国民の身近で手軽な大衆娯楽となっているが，パソコンを利用して出玉

を操作する「遠隔操作」を始めとする営業者による遊技機の不正改造事犯が後を絶たないな

ど，依然として健全化を阻害する要因は少なくない。このため，警察では，遊技機の不正改

造事犯等の取締りを強化するとともに，関係団体による自主的な健全化のための活動を支援

するなど，ぱちんこ営業の健全化を図っている。

また，ぱちんこプリペイドカードの変造・行使事犯の検挙件数については，平成９年以降

大幅に減少している。

（２） 性風俗特殊営業等の状況

ア 性風俗特殊営業の状況

最近５年間の店舗型性風俗特殊営業（第２条第６項に規定する営業，平成１０年の風営適正

化法改正前の風俗関連営業）の営業所数の推移は，表２－１８のとおりである。

店舗型性風俗特殊営業の営業所数は，全体として減少傾向が続いている。

また，１０年に風営適正化法が改正され，無店舗型性風俗特殊営業（派遣型ファッションヘ

ルスやアダルトビデオ等の通信販売）及び映像送信型性風俗特殊営業（インターネット等を

表２－１８ 店舗型性風俗特殊営業の営業所数の推移（平成７～１１年）
年 次

区 分 ７ ８ ９ １０ １１

総 数（軒） １２，６３０ １２，４６０ １２，２２８ １１，８７６ １１，２５３
第 １ 号 営 業
（個 室 付 浴 場 業） １，２７６ １，２６９ １，２６３ １，２６８ １，２６５

第 ２ 号 営 業
（店舗型ファッションヘルス） ７６２ ８４２ ８２９ ８６３ ８７５

第 ３ 号 営 業
（ストリップ劇場等） ４７９ ４８３ ４８１ ４９４ ４８１

第 ４ 号 営 業
（モーテル営業等） ８，５３３ ８，３８３ ８，１９６ ７，８４７ ７，３１４

第 ５ 号 営 業
（アダルトショップ等） １，５８０ １，４８３ １，４５９ １，４０４ １，３１８
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図２ー14　店舗型性風俗特殊営業の違反態様別検挙状況（平成11年）�
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利用して客にポルノ映像を見せる営業）が新たに規制の対象となった。１１年の無店舗型性風

俗特殊営業の事務所数は３，１４６，映像送信型性風俗特殊営業の事務所数は２２９であった。

１１年中の店舗型性風俗特殊営業の違反態様別検挙状況は，図２－１４のとおりである。

イ 深夜飲食店営業の状況

最近５年間の深夜飲食店営業（第２条第９項第３号に規定する営業で深夜において営むも

の）の営業所数の推移は，表２－１９のとおりである。

（３） 売春事犯及び風俗関係事犯の現状

最近５年間の売春防止法違反の検挙状況は，表２－２０のとおりである。これらの売春事犯

の総検挙人員に占める暴力団員の割合は２１．３％（２８３人）であり，売春事犯が暴力団の資金

源になっていることがうかがわれる。形態としては，公衆電話ボックス等にピンクビラをは

り付け，売春を誘引したり，客との連絡に携帯電話や転送電話等を利用して売春をあっせん

したりしており，また，外国人女性に売春を強要するなど悪質な飲食店経営者等による売春

事犯も後を絶たない状況にある。

表２－１９ 深夜飲食店営業の営業所数の推移（平成７～１１年）

年 次
区 分 ７ ８ ９ １０ １１

総 数（軒） ３５４，０１６ ３５５，５７９ ３５３，４２０ ３５１，７０７ ３４９，５８３

深夜酒類提供飲食店 ２７２，９３４ ２７２，６３１ ２７２，１００ ２７０，３４７ ２６９，４８９

喫 茶 店 等 １６，５３５ １６，１２９ １７，３９３ １７，９４５ １６，４６４

そ の 他 ６４，５４７ ６６，８１９ ６３，９２７ ６３，４１５ ６３，６３０
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わいせつ事犯の検挙状況は，表２－２１のとおりである。

最近は，パソコン通信やインターネットを利用してわいせつな映像を公然と閲覧させた

り，わいせつな画像情報を記憶させたＣＤ－ＲＯＭ等を販売したりする形態の事犯が増加し

ている。

ゲーム機等を利用した賭博事犯の検挙状況は，表２－２２のとおりである。最近は，トラン

プゲームやルーレット用の設備を設けて遊技をさせる「カジノバー」といわれる営業におけ
と

る賭博事犯が多くなっている。また，ノミ行為事犯の検挙状況は，表２－２３のとおりである。

表２－２０ 売春防止法違反の検挙状況（平成７～１１年）

表２－２１ わいせつ事犯の検挙状況（平成７～１１年）

表２－２２ ゲーム機等を使用した賭博事犯の検挙状況（平成７～１１年）

注： （ ）内は，８号営業の許可を受けていた営業所数で内数である。

年次 ７ ８ ９ １０ １１

件数，
人員区分

件数
（件）

人員
（人） 件数 人員 件数 人員 件数 人員 件数 人員

総 数 ３，０９４ １，２２９ ３，３４４ １，４２７ ３，２７１ １，４９５ ３，３８８ １，４６４ ３，４７５ １，３３０

街
娼
型

勧 誘 ３２１ ３１９ ３１７ ３２５ ３６２ ３５７ ２９６ ２８４ ３６７ ３６３

管

理

型

場所提供 ９９ １１９ １１２ １３７ １０９ １３８ １４３ ２０９ １０２ １５６

管理売春 ８ １９ １６ ３８ １５ ５３ ９ ２５ ７ １５

資金提供 ９ ７ ４ ５ ６ ７ ６ ７ １３ １４

派
遣
型

周 旋 １，５０５ ６２２ １，６８１ ７０１ １，６８２ ７９２ １，８７７ ７８１ １，８５７ ６４７

契 約 １，１４４ １３７ １，２０４ ２１４ １，０８４ １３４ １，０４７ １５６ １，１２３ １３０

そ の 他 ８ ６ １０ ７ １３ １４ １０ ２ ６ ５

年次 ７ ８ ９ １０ １１

件数，
人員区分

件数
（件）

人員
（人） 件数 人員 件数 人員 件数 人員 件数 人員

総 数 １，７８２ １，７３９ １，８１５ １，８８０ １，７３４ １，８１６ １，８８６ １，９７７ １，７５９ １，８６１

公然わいせつ １，０８０ ８８２ １，１９３ １，１１４ １，２６１ １，１４３ １，２１７ １，０９６ １，１６３ １，１０６

わいせつ物頒布等 ７０２ ８５７ ６２２ ７６６ ４７３ ６７３ ６６９ ８８１ ５９６ ７５５

年次
区分 ７ ８ ９ １０ １１

検

挙

件 数（件） ２９０ ２６１ ２６２ ２２７ １０８

人 員（人） ２，８１４ １，８４７ １，６６２ １，５８３ ６３２

営業所数（軒） ２３１
（１１３）

１６３
（７７）

１５７
（８４）

１２７
（５６）

６４
（２２）

押 収 台 数（台） １，８９２ １，３５７ １，４９５ １，１９８ ５６４

押 収 賭 金（万円） ３９，０００ ２８，０００ ３４，０００ ４３，０００ １６，０００
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（４） 風俗環境の浄化活動

ア 風俗環境浄化協会の活動

風俗環境浄化協会は，民間における環境浄化の気運を一層促進するため，風俗環境に関す

る苦情の処理，風営適正化法に違反する行為を防止するための啓発活動，少年指導委員の活

動に対する援助等を行っているほか，都道府県公安委員会の委託を受けて，風俗営業の営業

所ごとに選任された管理者を対象に，風営適正化法に規定する遵守事項や暴力団からみかじ

め料等を要求された場合の対応要領等について指導を行う管理者講習を実施している。

イ 地域住民と連携した風俗環境浄化活動

警察では，売春やわいせつビデオテープの販売等を目的として一般家庭にまで大量に配布

されているピンクチラシの作成・配布に関与した者を取り締まるなど，悪質な風俗関係事犯

の積極的な取締りを推進するとともに，地域住民や関係団体と協力して風俗環境の浄化に努

めている。

［事例］１１年８月，売春のあっせんをしていた派遣型ファッションヘルスの届出業者（４３）

らを売春防止法違反で検挙するなど積極的な取締りを推進するとともに，改正風営適正

化法についての広報活動の展開，風俗環境視察班の発足と指導・警告の徹底等の施策を

実施したほか，地域住民と協力して，違法広告物の除去による風俗環境の浄化を実現し

た（福岡）。

２ 環境問題への対応

（１） 環境犯罪の取締り

ア 廃棄物事犯

平成１１年中の廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「廃棄物処理法」という。）違反

の検挙件数は２，４６９件であり，１０年に比べ，９８件増加した。これを態様別にみると，不法投

棄事犯が全体の７６．２％を占めている。このうち，産業廃棄物事犯の検挙件数は１，０９５件であ

り，１０年に比べ２５件減少したが，不法投棄事犯は４０件増加した。

その内容としては，数都府県にわたる広域かつ複雑な事件が増加し，行政指導を無視して

表２－２３ ノミ行為事犯の検挙状況（平成７～１１年）

年 次
区 分 ７ ８ ９ １０ １１

検 挙 件 数（件） ５１２ ３９０ ４６１ ３６９ ２８２

う ち 暴 力 団 関 与 ４０４ ３６４ ４２５ ３６１ ２７３

検 挙 人 員（人） ３，５１５ ３，３７８ ２，８１２ １，８０１ １，３７２

うち暴力団関係者 ２，９６０ ２，９５９ ２，２２６ １，５７７ １，２４４
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敢行したり，不法投棄場所をすぐに覆土して証拠隠滅したり，土砂採取や宅地造成を仮装す

るなど悪質・巧妙・計画的な事犯が目立った。

なお，最近５年間における環境犯罪の法令別検挙状況は，表２－２４のとおりである。

［事例］ 佐賀県及び大分県内の自動車解体業者（４９）らが，産業廃棄物であるシュレッダ

ーダスト等を福岡県内の複数の無許可収集運搬業者に処理委託し，委託を受けた無許可

業者が，さらに，福岡県及び佐賀県内の無許可処分業者に処分を再委託して違法に焼却

及び埋立処分させていた。１１年５月までに，廃棄物処理法違反で，自動車解体業者ら４

法人１０人を検挙した（福岡，佐賀，大分）。

イ 水質汚濁事犯

１１年中の水質汚濁事犯の検挙件数は６件で，すべて工場等が水質汚濁防止法で定められて

いる基準に違反して排水等を排出した事犯であった。

（２） 環境犯罪対策の推進

ア 環境犯罪対策推進計画の策定

警察庁では，平成１１年４月に「環境犯罪対策推進計画」を策定し，産業廃棄物事犯や野生

動植物の不正取引等の環境犯罪に対する取組みを強化するとともに，特に我が国で深刻な問

題となっている産業廃棄物不法投棄事犯等に対する取締りを重点的に行うこととした。

これに基づき，広域にわたる産業廃棄物不法投棄事犯，有害廃棄物事犯及び野焼きを伴う

廃棄物事犯等を重点取締り対象とし，組織的・計画的事犯，暴力団が関与する事犯，行政指

導を無視して行われる事犯等を中心に，排出者の責任追及を念頭に置いた取締りを推進し

た。

イ 環境犯罪対策の推進状況

環境犯罪対策推進計画を策定し，取組みを強化した１１年の４月から１２月までの産業廃棄物

事犯検挙事件数は３４４件で，うち広域事件は１０９件，排出業者検挙事件は４４件，野焼き事件は

３７件を検挙しており，１０年の同時期に比べ，産業廃棄物事犯検挙事件は３９．８％，広域事件は

６０．３％，排出業者検挙事件は４１．９％，野焼き事件は３７．０％それぞれ増加した。

警察では，広域にわたる産業廃棄物不法投棄事犯取締りを効果的に行うため，継続して都

表２－２４ 環境犯罪の法令別検挙状況（平成７～１１年）

年次
区分 ７ ８ ９ １０ １１

総 数（件） ２，０３３ ２，０５７ ２，１７０ ２，４４３ ２，５３４

廃 棄 物 処 理 法 １，９６５ １，９９８ ２，１１７ ２，３７１ ２，４６９

水 質 汚 濁 防 止 法 １３ ２１ １４ １３ ６

そ の 他 ５５ ３８ ３９ ５９ ５９
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道府県警察における広域捜査体制を整備するとともに，その取締りに必要な捜査力の整備等

を推進している。

３ 正常な経済活動等の確保

（１） 経済事犯の現状

ア 悪質商法の現況と取締り

「元本保証・高利回り」をうたい文句に，違法に金銭を受け入れたり，だまし取ったりす

る預り金事犯を始めとした資産形成事犯のほか，インターネットや情報誌を悪用した代金前

払による通信販売等に係る詐欺事件等を検挙した。

（ア） 預託オーナー商法や投資話に係る資産形成（利殖商法）事犯の取締り

平成１１年中の資産形成事犯の検挙は，和牛や地鶏の預託オーナー商法や投資話に係る預り

金事犯９事件，４３人を含む１６事件，１０２人で，１０年に比べ，２事件，３０人の増加であった。

なお，被害規模は約１万人，約２３４億円であった。

［事例１］ 畜産業者の役員（５１）ら２人は，８年３月ころから１０年７月ころまでの間，「預

託金を支払って和牛のオーナーとなれば，会社がオーナーに代わって成牛になるまで飼

育し，売却益を還元する。元本保証の上，預託金額に応じて年率６．０％から７．２％を配当

する」等と宣伝して，約１，４００人から約１６億円を受け入れていた。１１年１０月，出資法違反

で同役員ら１２人を検挙した（新潟）。

［事例２］ 米国の投資顧問会社の日本代理店を名のる会社の役員（４２）らは，６年９月こ

ろから１１年３月ころまでの間，「当社は米国会社が取り扱う商工ファンドを代行販売し

ている。お客から預かった代金は，米国の商工ファンドを購入し，年率８％以上の利回

りで元本が保証される」等と偽り，約１，０００人から約４５億円をだまし取っていた。７月，

詐欺罪で同役員ら６人を検挙した（北海道）。

（イ） 訪問販売等に係る事犯の取締り

訪問販売等に係る事犯では，電話やダイレクトメール等の通信手段を悪用した広域的な詐

欺事犯の検挙が目立ち，特に，コンピュータ・ネットワークを悪用した通信販売に係る詐欺

事犯の検挙が著しく増加した。また，主婦等を対象にした寝具や学習教材販売等に係る「押

し付け商法」（注１）や高齢者等を対象にした住宅リフォーム等に係る「工事商法」（注２）が

依然として後を絶たない状況にある。

（注１） 長時間家に居座り，又は語気を荒げるなど半ば脅迫的に商品を販売したり，依頼や承諾もないのに勝手に器具

等を取り替えて，強引に代金を支払わせたりする商法

（注２）「今すぐ契約すれば，工事価格の値引きの特典がある」等と告げ，住宅のリフォーム，ベランダ，カーポート，

造園等の工事契約をする商法
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１１年中の訪問販売等に係る事犯の検挙件数は９１件，検挙人員は２９０人で，１０年に比べ，そ

れぞれ１７件，５０人減少した。

［事例１］ 食料品等販売会社の経営者（２７）らは，１０年５月ころから１１年２月ころまでの

間，ツーショットダイヤルの会員名簿を悪用し，「テレホンクラブの利用料金が未納と

なっているので，直ちに代金を振り込むように。支払いがなければ回収に行くが，その

場合は旅費も払ってもらう」等と偽り，約１万１，０００人から約８億円をだまし取ってい

た。２月，詐欺罪で同経営者ら１７人を検挙した（宮城，愛知，岐阜）。

［事例２］ 電話帳広告会社の経営者（４９）らは，６年９月ころから１１年５月ころまでの間，

ＮＴＴの電話帳広告窓口として広く認識されている会社名と類似する名称で，広告主に

ダイレクトメールを送り付け，ＮＴＴの業務のように装って欺き，電話帳への広告掲載

名下に約２，９００人から約４億４，６００万円をだまし取っていた。６月までに，不正競争防止

法違反及び詐欺罪で同経営者ら２人を検挙した（新潟，広島）。

イ 金融関係事犯の現況と取締り

１１年中の金融関係事犯の検挙件数は４４０件，検挙人員は３６５人で，１０年に比べ，それぞれ

１３４件，４１人減少した。

その内容としては，景気が低迷する中，商工ローン業界最大手の社員による強引な取立て

に係る事件や，いわゆるシステム金融（注１）事件のような中小企業経営者らを対象とした

事件が目立つとともに，多重債務者を対象とした，いわゆる紹介屋（注２）等の組織的・計

画的な詐欺事件が増加した。

（注１） 融資を申し込んできた客に対し，手形や小切手を担保として極めて短期間に高利の貸付けを行い，貸付データ

等をもとに，グループ内の他の業者が同様の貸付けを次々と行うもの。

（注２） 融資を申し込んできた客に対し，他の金融業者から借りられるよう仲介すると偽り，紹介料等をだまし取る商

法。

最近５年間の金融関係事犯の法令別検挙状況は，表２－２５のとおりである。

表２－２５ 金融関係事犯の法令別検挙状況（平成７～１１年）

注： 「その他」とは，銀行法等をいう。

年次

法令別

７ ８ ９ １０ １１

件数 人員 件数 人員 件数 人員 件数 人員 件数 人員

総 数 ４４５ ２９０ ３２３ ２５９ ７９６ ３６５ ５７４ ４０６ ４４０ ３６５

出 資 法 ２５１ １７３ １９４ １５８ ６０７ ２４７ ３００ ２４５ ２８２ ２２６

貸金業規制法 １７６ ９９ １１７ ８３ １８２ １０５ ２２９ １２６ １３９ １１６

そ の 他 １８ １８ １２ １８ ７ １３ ４５ ３５ １９ ２３
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ウ その他の経済事犯の取締り

（ア） 不動産取引をめぐる事犯の取締り

１１年中の不動産取引をめぐる事犯の検挙件数は７４件，検挙人員は１０７人であり，検挙した

事件の主な適用法令は，建築基準法，宅地建物取引業法及び建設業法であった。

［事例］ 不動産業者（５２）は，９年８月ころから１０年８月ころまでの間，宅建業の免許を

受けないで，福井県下の土地・建物を売買していたほか，他人所有の土地を地主から承

諾を得ていると偽り，顧客から土地売買代金名下に１６０万円をだまし取っていた。１１年５

月までに，同業者を詐欺罪で検挙した（愛知）。

（イ） 国際経済関係事犯の取締り

１１年中の外国為替及び外国貿易法違反の検挙件数は１０件，検挙人員は１７人で，関税法違反

の検挙件数は７０件，検挙人員は２１人であった。最近５年間の国際経済関係事犯の法令別検挙

状況は，表２－２６のとおりである。

［事例］ 食肉輸入業者（５４）らは，韓国から韓国産豚肉を輸入する際に，関税が一番安く

なる価格で売買取引したように虚偽の申告をして輸入許可を受け，差額関税額合計約３

億１，０００万円をほ脱していた。１１年５月，関税法違反で同業者ら４法人８人を検挙した

（兵庫）。

（ウ） 諸法令違反の取締り

１１年中の主な諸法令違反の検挙状況をみると，電波法違反で９８３件，９７２人，漁業法違反で

１７８件，２４３人，水産資源保護法違反で１１８件，１４７人となっている。

また，有線ラジオ放送の設備が道路法の許可又は所有者等の承諾を得ないで他人の電柱等

に設置されている事案については，郵政省等関係行政機関等で構成される有線音楽放送正常

化中央協議会に参画し，関係行政機関等の取組み状況，不法架設の実態等を把握しつつ，そ

の正常化に努めている。

警察では，今後とも，関係行政機関と連携して，こうした諸法令違反に対し，更に厳正に

対処することとしている。

表２－２６ 国際経済関係事犯の法令別検挙状況（平成７～１１年）

年次

態様別

７ ８ ９ １０ １１

件数 人員 件数 人員 件数 人員 件数 人員 件数 人員

総 数 ５５ ３３ ８２ ３６ ８２ ４７ ９６ ５９ ８０ ３８

関 税 法 ４０ ２７ ４３ １９ ６１ ３６ ７２ ５１ ７０ ２１

外 為 法 １５ ６ ３９ １７ ２１ １１ ２４ ８ １０ １７
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エ 悪質商法からの消費者被害防止活動の推進

悪質商法からの消費者被害の未然・拡大防止を図るため，悪質商法事犯の取締りのほか，

各都道府県警察に「悪質商法１１０番」等の消費者相談窓口を設置し，消費者相談を受け付け

るとともに，これらの苦情・相談を捜査活動に反映させて悪質な事件を多数検挙している。

また，最近の悪質商法の発生状況と被害防止対策等について，各種会合における講話や寸

劇，インターネットのホームページ等あらゆる媒体を介した広報啓発活動を推進している。

（２） 知的所有権保護対策の推進

ア インターネット等を利用した知的所有権侵害事犯の増加

平成１１年中の知的所有権侵害事犯の検挙件数は６９１件，検挙人員は４０７人で，１０年に比べ，

検挙件数で４０９件減少し，検挙人員で１５人増加した。

その内容としては，インターネット等を悪用した多種の海賊版コンピュータ・ソフト等販

売事犯や音楽，映画等のソフトを無断配信した公衆送信権侵害事犯が増加したほか，人気キ
がん

ャラクターの玩具，装飾品等の複製品を外国から輸入して販売する事犯等，現在の社会情勢

を反映した事犯の検挙が目立った。

また，偽ブランド事犯では，依然として外国から密輸入した偽ブランド品の販売事犯が多

くを占めており，若者に人気の流行衣料品等の偽物販売事犯や，インターネットを悪用した

通信販売事犯が目立つなど，商品や販売方法が多様化している。

最近５年間の知的所有権関係事犯の法令別検挙状況は，表２－２７のとおりである。

［事例１］ 会社員（１８）は，インターネットのホームページを悪用して，ＭＰ３（音楽圧

縮技術）により変換した人気歌手の楽曲を，権利者に無断で自動送信可能な状態に設定

するなどしていた。１１年７月，著作権法違反で検挙した（愛知）。

表２－２７ 知的所有権関係事犯の法令別検挙状況（平成７～１１年）

年次

法令別

７ ８ ９ １０ １１

件数 人員 件数 人員 件数 人員 件数 人員 件数 人員

総 数 ９０１ ４７３ ９６４ ５２１ ９３３ ４９１ １，１００ ３９２ ６９１ ４０７

商 標 法 ３４２ ２７５ ５１７ ３７３ ４４２ ３１６ ４８９ ２５４ ３８２ ２５０

不正競争防止法 ４３ １４ ９９ ２１ ５６ ２ ２３ ０ １３ １５

著 作 権 法 ５１２ １７２ ３４８ １２７ ４３３ １７１ ５８８ １３８ ２９６ １４２

特 許 法 ２ ２ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

意 匠 法 ２ １０ ０ ０ ２ ２ ０ ０ ０ ０

実用新案法 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
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［事例２］ 衣料品販売業者（５４）らは，インターネットのホームページで，偽ブランド T

シャツ等を通信販売していた。１１年８月，商標法違反で同業者１法人４人を検挙し，偽

造品約３１０点を押収した（静岡）。

イ 知的所有権保護のための広報啓発活動

警察では，検挙した事件の適時適切な広報や不正商品の展示等，積極的な広報啓発活動を

実施した。また，不正商品対策協議会（権利者団体９団体で構成する民間団体）が５月に開

催した「不正商品防止フェア」（大阪府），１０月に開催した全国生涯学習フェスティバル「ま

なびピア広島’９９」や，１１月に開催した「アジア知的所有権シンポジウム’９９」（東京都）で

の広報活動等に積極的な協力を行った。

（３） 保健衛生事犯の現状

平成１１年中の薬事関係事犯の検挙件数は１７６件，医事関係事犯の検挙件数は２８件，公衆衛

生関係事犯の検挙件数は１２７件であった。

［事例］ 健康機器販売業者（６９）らは，厚生大臣の製造業の許可を受けないで製造した「Ｍ
がん

リング」と称する医療用具である磁気治療器を，新聞，雑誌等で「癌など万病に効く」

等と広告宣伝して販売していた。１１年６月，薬事法違反で同業者ら７法人１９人を検挙し

た（兵庫，愛知）。

（４） 危険物対策の推進

ア 高圧ガス，消防危険物，核物質等による事故の状況

平成１１年には，事業所や一般家庭において，高圧ガス，消防危険物，核物質等による事故

が２９２件発生し，死傷者は，２５５人に上った。

なかでも，９月３０日，茨城県に所在するウラン加工施設において日本初の臨界事故が発生

し，作業員２人が死亡するなどの大惨事となった。

警察では，高圧ガス，消防危険物等による事故を防止するため，関係機関との連携の下，

取締りを行っており，１１年中に，高圧ガス保安法，消防法違反により２４５件，２６０人を検挙し

た。

イ 放射性物質，特定物質等の安全対策の推進

放射性物質及び化学兵器の原料となるような特定物質の運搬に当たっては，核原料物質，

核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律，放射性同位元素等による放射線障害の防止に関

する法律及び化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律に基づき，都道府県公安委

員会に届け出ることとされている。１１年中の届出件数は，核燃料物質等関係が７４０件，放射

性同位元素等関係が４７０件であった。警察では，運搬の安全確保を図るため，放射性物質及

び特定物質の使用者等に対して事前指導や必要な指示等を行っている。
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